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平成２２年第一回定例会提出予定案件（概要）

都議会民主党政策調査会

区 分 件 数 件 名

予算案
件

３２ １平成２２年度当初予算…………………………………………………（２９）
一般会計（１件）、特別会計（１７件）、公営企業会計（１１件）

☆２平成２１年度補正予算…………………………………………………（３）
一般会計（１件）、特別会計（２件）

区 分 今回補正 既定予算 計

一般会計 △2,841億円 6兆9,307億円 6兆6,466億円

特別会計 △839億円 4兆2,831億円 4兆1,992億円

備考：件名の前の☆印は、中途議決を要望するものです。 （１４件を予定）

会 計 平成22年度 平成21年度 増減額 増減率

％件数 当初予算額 件数 当初予算額

一般会計 １

件

6兆2,640億円 １

件

6兆5,980億円 △3,340億円 △５．１

特別会計 １７

件

3兆9,900億円 １７

件

4兆2,831億円 △2,932億円 △６．８

公営企業

会 計

１１

件

2兆1,683億円 １１

件

1兆9,527億円 2,156億円 １１．０

合 計 ２９

件

12兆4,223億円 ２９

件

12兆8,338億円 △4,116億円 △３．２
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区 分 件 数 概 要

条例案
件

７０ １新設の条例 ……………………………………………………………（３）

（１）安全・安心に関するもの…………………………………………（１）

①インターネット端末利用営業の規制に関する条例（警視庁）
インターネット端末を利用した犯罪の防止等を図り、インターネット端末利用営業における

健全なインターネット利用環境を保持することを目的として、事業者に本人確認義務等を課

すため、新たに条例を制定する。

○ 主な内容

・ 営業の届出（店舗の名称、所在地等）

・ 本人確認義務等

・ 通信端末機器特定記録等の作成義務等

施行日：平成２２年７月１日

（２）組織・施設等に関するもの………………………………………（１）

①東京都障害者支援施設等に関する条例（福祉保健局）
東京都身体障害者更生援護施設条例等に基づく都立障害者施設のうち８施設が、障害者

自立支援法に基づく障害者支援施設等へ移行するため、新たに設置条例を制定する。

・ 東京都清瀬療護園（清瀬市竹丘三丁目１番７２号）

・ 東京都日野療護園（日野市落川２４５番地の１）

・ 東京都七生福祉園（日野市程久保８４３番地）

・ 東京都八王子福祉園（八王子市西寺方町７６番地）

・ 東京都千葉福祉園（千葉県袖ケ浦市代宿８番地）

・ 東京都聴覚障害者生活支援センター（板橋区志村二丁目１９番５号）

・ 東京都清瀬喜望園（清瀬市竹丘三丁目１番７２号）

・ 東京都視覚障害者生活支援センター（新宿区河田町１０番１０号）

施行日：平成２２年４月１日

（３）区市町村に関するもの…………………………………………（１）

☆①平成２１年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関

する条例（総務局）
平成２１年度分の都区財政調整について、交付金の総額及び基準財政需要額の算定方法

の特例を設けるため、条例を制定する。

施行日：公布の日
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区 分 件 数 件 名

「政治資金規正法の一部を改正する法

律」 （平成１９年法律第１３５号）

２一部を改正する条例……………………………………………………（６７）

（１）都税に関するもの…………………………………………………（１）

①東京都都税条例の一部を改正する条例（主税局）
法人都民税における超過課税及び、固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する。

○ 主な改正内容

・ 法人都民税 超過課税を、平成２７年９月３０日まで５年間延長

・ 固定資産税・都市計画税 軽減措置を平成２２年度も継続

施行日：平成２２年４月１日

（２）使用料・手数料等に関するもの……………………………………（１３）

①東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例

（選挙管理委員会事務局）
「政治資金規正法」の一部改正により、平成２１年分収支報告書から、国会議員関係政治団

体に係る少額領収書等の写しが開示対象となるため、開示手数料を新設する。

・ 写しの閲覧手数料 １枚につき１０円（１件名につき１００円を限度）

・ 写しの交付手数料 １枚につき３０円（１１枚目からは２０円）

施行日：平成２２年６月１日

②東京都美術館条例の一部を改正する条例（生活文化スポーツ局）
東京都美術館の改修に伴い、施設の名称及び利用料金の上限額を改める。

○ 手数料等（抜粋）

・ 彫塑室（全室１日） ８５，４８０円 → ギャラリー（全室１日） １１８，４５０円

施行日：平成２２年４月５日

③東京都写真美術館条例の一部を改正する条例（生活文化スポーツ局）
東京都写真美術館の地下一階について、「地下１階展示室」として、利用料金の上限額を規

定する。

・ 地下１階展示室（全日） ９３，１００円 （新設）

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

高齢者の居住の安定確保に関する法律

の一部を改正する法律

（平成２１年法律第３８号）

④東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例（都市整備局）
雨水浸透阻害行為の許可事務に対応するため、手数料を新設するほか、規定を整備する。

○ 手数料（抜粋）

・ 雨水浸透阻害行為許可申請手数料 １５２，５００円 （新設）

施行日：平成２２年１０月１日 ほか

⑤東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例の一部を改正する条例

（都市整備局）
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の一部改正により、法改正前の高齢者円滑入居

賃貸住宅登録の効力が失われるため、改めて申請を行う際の登録手数料免除に関する規

定を設ける。

施行日：平成２２年５月１９日

⑥東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例（福祉保健局）
受益者負担の適正化を図るため、手数料額を改定する。

○ 手数料（抜粋）

・ 飲食店営業許可更新申請手数料（移動、臨時飲食店）

４，０００円 → ４，５００円

・ 菓子製造業許可更新申請手数料（移動、臨時製造業除く）

１２，６００円 → １４，０００円

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

⑦東京都立病院条例の一部を改正する条例（病院経営本部）
多摩総合医療センター等に、従前よりも広い面積の個室を整備するため、個室使用料の上

限額を改めるほか、規定を整備する。

・ 個室使用料（１日） １８，０００円 → ２８，０００円

施行日：平成２２年４月１日

⑧東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例（産業労働局）
１）技能検定実技試験手数料について、国が定める手数料標準額と同額に改める。

・ 技能検定試験手数料（実技試験）

１５，７００円の範囲内 → １６，５００円の範囲内

２）動物用医薬品の登録販売者試験が実施されるため、手数料を新設するほか、規定を整

備する。

・ 動物用医薬品登録販売者試験手数料 １３，６００円 （新設）

施行日：平成２２年４月１日

⑨東京都海上公園条例の一部を改正する条例（港湾局）
施設の老朽化に伴い、東京都立辰巳の森緑道公園水泳場を廃止するため、規定を整備す

る。

・ 水泳場の利用料 → 削除

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

道路法施行令の一部を改正する政令

（平成２０年政令第５号）

⑩東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例（建設局）
「道路法施行令」の一部改正に伴い、占用料の区分を改めるほか、規定を整備する。

○ 主な改正内容

・ 管径区分の改正（７区分→９区分） （抜粋）

外径0.1m未満 ２００円 → 外径0.07m未満 １４０円

（特別区） 外径0.07m以上0.1m未満 ２００円

施行日：平成２２年４月１日

⑪東京都霊園条例の一部を改正する条例（建設局）
受益者負担の適正化を図るため、使用料等の上限額を改めるとともに、埋蔵施設新設に伴

い使用料を新設する。

○ 使用料等（抜粋）

・ 青山霊園 一般埋蔵施設（１㎡につき） ３，０２７，０００円 → ２，９５６，０００円

・ 谷中霊園 立体埋蔵施設（１箇所につき） ４７７，０００円 （新設）

施行日：平成２２年４月１日

⑫東京都葬儀所条例の一部を改正する条例（建設局）
受益者負担の適正化を図るため、使用料等の上限額を改める。

○ 使用料等（抜粋）

・ 火葬料（瑞江葬儀所、１柩、都内在住者） ２４，３００円 → ３６，４００円

施行日：平成２２年４月１日

⑬東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例（建設局）
受益者負担の適正化を図るため、流水占用料を改める。

・ 流水占用料（工業用その他）（リットル毎秒） ６，１８３円 → ６，２４４円

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

消防法施行規則等の一部を改正する省

令 （平成２１年総務省令第９３号）

身体障害者福祉法施行令等の一部を改

正する政令 （平成２１年政令第２９８号）

身体障害者福祉法施行規則及び障害者

の雇用の促進等に関する法律施行規則

の一部を改正する省令

（平成２１年厚生労働省令第１５７号）

（３）青少年の健全育成に関するもの……………………………………（１）

①東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

（青少年・治安対策本部）
東京都青少年問題協議会の答申を踏まえ、ネット・ケータイに関する青少年の健全育成等

について、規定を整備する。

○ 主な改正内容

・ 青少年にとって安全・安心な携帯電話を都が推奨する制度を創設

・ 青少年使用の携帯電話等について、フィルタリング解除の手続きを厳格化

・ 児童ポルノの根絶と、児童をみだりに性的対象として取り扱う風潮の助長を抑止

（都、事業者、都民等の責務として明記）

施行日：平成２２年４月１日 ほか

（４）防火安全対策に関するもの…………………………………………（１）

①火災予防条例の一部を改正する条例（東京消防庁）
１）個室型店舗における避難通路確保のため、避難管理に関する規定を整備する。

・ 個室型店舗の外開き扉は、自動的に閉鎖するよう規制

２）「消防法施行規則」の一部改正に伴い、消防用設備等に蓄光式誘導標識が追加された

ため、性能維持義務に関する規定を整備する。

施行日：公布の日 ほか

（５）福祉等に関するもの…………………………………………………（３）

①東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例の一部を改正する条例

（福祉保健局）
被爆者の子が生活療養の対象となる年齢に達するため、生活療養に係る医療費助成の範

囲について、食事療養と同様となるよう規定を整備する。

・ 生活療養標準負担額について、食事療養標準負担額と同様に自己負担とする。

施行日：平成２２年４月１日

②心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

（福祉保健局）
「身体障害者福祉法施行令」等の一部改正により、身体障害者手帳交付対象の障害に、肝

臓機能障害が追加されたため、心身障害者医療費助成の対象についても同様に改正する。

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

株式会社企業再生支援機構法

（平成２１年法律第６３号）

☆③東京都緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例

（福祉保健局）
求職中の貧困・困窮者等に対する生活、就労、住宅等に関する必要な支援を行うため、基

金の設置目的を改正する。

施行日：公布の日

（６）中小企業の支援等に関するもの……………………………………（１）

①東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を

受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例（産業労働局）
「株式会社企業再生支援機構法」施行による株式会社企業再生支援機構設立に伴い、東京

都が権利を放棄する前提となる計画に、同機構が策定した再生に関する計画を追加するほ

か、規定を整備する。

施行日：公布の日

（７）組織・施設等に関するもの……………………………………………（７）

①東京都立学校設置条例の一部を改正する条例（教育庁）
都立高校改革推進計画等に基づき、７校を廃止する。

○ 廃止

・ 向島工業高等学校 （墨田区立花四丁目２９番７号）

・ 向島商業高等学校 （墨田区八広一丁目２８番２１号）

・ 四谷商業高等学校 （中野区上鷺宮五丁目１１番１号）

・ 八王子工業高等学校 （八王子市千人町四丁目８番１号）

・ 第二商業高等学校 （八王子市台町三丁目２５番１号）

・ 久留米高等学校 （東久留米市幸町五丁目８番４６号）

・ 久我山盲学校 （世田谷区北烏山四丁目３７番１号）

施行日：平成２２年４月１日

②東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例（福祉保健局）
東京都品川景徳学園及び東京都むさしが丘学園を社会福祉法人へ移譲するため、各施設

に関する規定を削除する。

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

③東京都身体障害者更生援護施設条例の一部を改正する条例

（福祉保健局）

④東京都知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例（福祉保健局）
都立障害者施設のうち８施設について、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等へ移

行するため、各施設に関する規定を削除するほか、規定を整備する。

○ 東京都身体障害者更生援護施設条例

・ 東京都視覚障害者生活支援センター（新宿区河田町１０番１０号）

・ 東京都聴覚障害者生活支援センター（板橋区志村二丁目１９番５号）

・ 東京都清瀬療護園（清瀬市竹丘三丁目１番７２号）

・ 東京都日野療護園（日野市落川２４５番地の１）

・ 東京都清瀬喜望園（清瀬市竹丘三丁目１番７２号）

○ 東京都知的障害者援護施設条例

・ 東京都七生福祉園（日野市程久保８４３番地）

・ 東京都八王子福祉園（八王子市西寺方町７６番地）

・ 東京都千葉福祉園（千葉県袖ケ浦市代宿８番地）

施行日：平成２２年４月１日

⑤東京都営空港条例の一部を改正する条例（港湾局）
繁忙期において臨時延長により対応してきた新島空港及び神津島空港の運用時間につい

て、本則の運用時間を改める。

・ 新島空港及び神津島空港の運用時間

午前８時３０分から午後４時３０まで

↓

午前８時３０分から午後５時１５分までの間において、東京都規則で定める時間

施行日：東京都規則で定める日

⑥東京都駐車場条例の一部を改正する条例（建設局）
国の通知により、道路附属物駐車場について、指定管理者制度による利用料金制が実施

できることとなったため、規定を整備する。

施行日：平成２２年４月１日

⑦東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例（東京消防庁）
平成２２年４月から、東久留米市の消防事務を受託するため、東久留米消防署についての

規定を整備する。

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

（８）給料・報酬等に関するもの…………………………………………（２６）

①東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

②東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

③東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

④東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例（総務局）

⑤職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

⑥東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

⑦職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

⑧非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

⑨東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

（人事委員会事務局）

⑩東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

（選挙管理委員会事務局）

⑪東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

（監査事務局）

⑫東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例（財務局）

⑬東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例（主税局）

⑭東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例（主税局）

⑮東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例（収用委員会事務局）

⑯東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例（教育庁）

⑰東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

（教育庁）

⑱学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（教育庁）

⑲学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（教育庁）

⑳東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例（教育庁）
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区 分 件 数 件 名

○東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（産業労働局）

○東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例（労働委員会事務局）

○東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例（下水道局）

○東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例（警視庁）

○警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（警視庁）

○東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（東京消防庁）

○ 主な改正内容

１） 平成２１年度東京都特別職報酬等審議会答申等を踏まえ、報酬改定を行う。

・ 議長 1,292,000円 → 1,286,000円

・ 副議長 1,165,000円 → 1,160,000円

・ 議員 1,037,000円 → 1,033,000円

・ 知事 1,531,000円 → 1,511,000円

・ 副知事 1,249,000円 → 1,233,000円

２） 知事の給料の月額及び期末手当について、減額措置（約１割減額）を１年間延長する。

３） 退職後に、在職期間中の非違行為が発覚した場合等の、退職手当及び期末・勤勉手当

の支給制限等について規定する。

４） 特殊勤務手当の支給範囲・対象、支給額等を改める。

・ 税務事務特別手当 （ 減額、支給対象区分の一部廃止 ）

・ 職業訓練指導員手当 （ 職業訓練指導員 減額 ）

・ 交替制勤務者等業務手当 （ 年始看護等業務 廃止 ）

施行日：平成２２年４月１日 ほか

21

22

23

24

25

26
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区 分 件 数 件 名

（９）職員に関するもの……………………………………………………（８）

１）定数に関するもの

①東京都職員定数条例の一部を改正する条例（総務局）

②学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例（教育庁）

③警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例（警視庁）

④東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例（東京消防庁）
職員の定数を改めるとともに、所要の改定を行う。

（単位：人）

区分
平成22年度

条例定数

平成21年度

条例定数
差引

東京都職員定数条例 38,977 39,427 △450

知事部局等 25,431 25,701 △270

公営企業

交通局 6,684 6,784 △100

水道局 4,133 4,183 △50

下水道局 2,729 2,759 △30

小計 13,546 13,726 △180

学校職員定数条例 62,312 62,091 221

警視庁設置条例 45,918 45,808 110

東京消防庁職員定数条例 18,080 17,967 113

全任命権者総計 165,287 165,293 △6

※知事部局等には、議会局・行政委員会を含む。

※警視庁の増員は、国の政令に基づく警察官の増員による。

※東京消防庁の増員は、東久留米市からの消防事務の受託等による。

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 件 名

育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律及

び雇用保険法の一部を改正する法律

（平成２１年法律第６５号）

国家公務員の育児休業等に関する法律

の一部を改正する法律

（平成２１年法律第９３号）

公立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償の基準を定め

る政令の一部を改正する政令

（平成２１年政令第２７１号）

２）勤務時間等に関するもの

①職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（総務局）

②職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（総務局）

③学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（教育庁）
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等の一部改

正を踏まえ、休暇制度等に係る規定を整備する。

○ 主な改正内容

・ 短期の介護休暇を新設する。

・ 育児休業等について、配偶者が専業主婦（夫）である場合及び育児休業中である場合

も取得できるようにする。

施行日：公布の日 ほか

３）公務災害に関するもの

①都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例（教育庁）
「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令」

の一部改正等に伴い、学校医等の公務災害補償の補償基礎額を改正する。

○ 補償基礎額（抜粋）

・ 経験年数５年未満 学校医及び学校歯科医 ６，６７３円 → ６，８１９円

学校薬剤師 ５，４８５円 → ５，６０５円

施行日：公布の日
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区 分 件 数 件 名

薬事法施行規則等の一部を改正する省

令の一部を改正する省令

（平成２１年厚生労働省令第１１４号）

所得税法等の一部を改正する法律

（平成２１年法律第１３号）

消費者庁及び消費者委員会設置法の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律

（平成２１年法律第４９号）

（１０）区市町村に関するもの………………………………………………（６）

①特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例（総務局）

②市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例（総務局）
「薬事法施行規則」等の一部改正に伴い、条項番号ずれが生じたため、規定を整備する。

施行日：公布の日

☆③東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例（総務局）
特別区及び市町村への貸付に運用する額の配分を改める。

・ 特別区分 ２８，５６６，９５２千円 → ３０，９６６，９５２千円

・ 市町村分 ２４６，３０７，０１３千円 → ２４３，９０７，０１３千円

施行日：公布の日

④東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例（総務局）
条例第３条に定める基金の額を改める。

・ ２７４，８７３，９６５千円 → ２７５，１９１，２４４千円

施行日：平成２２年４月１日

⑤都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正す

る条例（総務局）
平成２２年度特別区財政調整交付金を適切に算定するため、単位費用等の算定基準を改

正する。

施行日：平成２２年４月１日

⑥東京都国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例

（福祉保健局）
東京都国民健康保険委員会答申を踏まえ、調整交付金の配分割合についての特例を継続

する。

施行日：平成２２年４月１日
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区 分 件 数 概 要

契約案
件

６

☆①東京都美術館（２１）改修工事（生活文化スポーツ局）
１）契約金額 ４０億９５００万円 工期 平成23年11月30日

２）契約相手 大成・名工・山口建設共同企業体

３）工事場所 台東区上野公園地内

４）工事概要 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造）

地下４階地上４階建て 改修延べ床面積 33,626.11㎡

☆②東京都美術館（２１）改修電気設備工事（生活文化スポーツ局）
１）契約金額 １９億９３９５万円 工期 平成23年11月30日

２）契約相手 中電工・旭・清進建設共同企業体

３）工事場所 台東区上野公園地内

４）工事概要 電灯設備工事、幹線設備工事、受変電設備工事

☆③東京都美術館（２１）改修空調設備工事（生活文化スポーツ局）
１）契約金額 ２３億６２５０万円 工期 平成23年11月30日

２）契約相手 大氣・東海・當木建設共同企業体

３）工事場所 台東区上野公園地内

４）工事概要 空調設備工事、換気設備工事、排煙設備工事、自動制御設備工事
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区 分 件 数 件 名

☆④東京都子ども家庭総合センター（仮称）（２１）新築工事（福祉保健局）
１）契約金額 ２２億３４４０万円 工期 平成24年8月31日

２）契約相手 奥村・南海辰村・近藤建設共同企業体

３）工事場所 新宿区北新宿四丁目地内

４）工事概要 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上７階建て 延べ床面積 14,493.92㎡

☆⑤都立江東地区第二養護学校（仮称）（２１）改築工事（教育庁）
１）契約金額 １９億９９２０万円 工期 平成24年2月10日

２）契約相手 大日本・太陽建設共同企業体

３）工事場所 江東区大島六丁目地内

４）工事概要 鉄筋コンクリート造 ３階建て（一部４階建て） 延べ床面積 12,234.48㎡

☆⑥環２朝潮運河橋りょう（仮称）下部工事（２１一－環２築地）（建設局）
１）契約金額 １１億５０８０万円 工期 平成24年3月15日

２）契約相手 フジタ･成和建設共同企業体

３）工事場所 中央区勝どき六丁目地内から同区晴海五丁目地内

４）工事概要 A1橋台P1橋脚工事 基礎杭工（鋼管杭φ900）124本

コンクリート工6,687 ㎥、鉄筋工 512t 

A2橋台P2橋脚工事 基礎杭工（鋼管杭φ900）119本

コンクリート工6,547 ㎥、鉄筋工 472t 
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区 分 件 数 概 要

事件案
件

７

①包括外部監査契約の締結について（総務局）
地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に基づき、包括外部監査契約を締結する。

１）契約の相手方

・氏名 鈴木 啓之

・資格 公認会計士

２）契約期間 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

３）契約の金額 ３，５２８万円を上限とする額

②東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更につ

いて（総務局）
東京都町田市と神奈川県相模原市の地内を流れる境川改修に伴い、住民生活の利便性向

上を図るため、都県境界にわたる町田市と相模原市との境界を変更することについて、申請

を行う。

③境界変更に伴う財産処分に関する協議について（総務局）
境界変更に伴う財産処分について、神奈川県と協議して定める。

・ 境界変更にかかわらず、境界変更を実施する区域に存する１１筆の都有地について

は、従前どおり東京都が所有する。

④全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれに伴う全国自治

宝くじ事務協議会規約の一部の変更について（財務局）
全国自治宝くじ事務協議会を設ける地方公共団体に相模原市を追加し、規約を変更するた

め、議案を提出する。

☆⑤土地の買入れについて（建設局）
東京都市計画公園事業和田堀公園用地として、土地を買い入れる。

１）所 在 杉並区堀ノ内一丁目３９４番１

２）種類及び面積 宅地 ５０，１１３．９６㎡

３）予定価格 １０１億２８０３万１３１６円
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区 分 件 数 件 名

☆⑥平成２１年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の

負担の変更について（建設局）
地方財政法第２７条第１項に基づく連続立体交差事業の実施に伴う費用について、関係特

別区・市の負担すべき金額の限度額を改めるため、議案を提出する。

鉄 道 名 及 び 事 業 箇 所

変更前 808,161 千円

変更後 969,689 千円

変更前 122,440 千円

変更後 146,912 千円

変更前 621,300 千円

変更後 780,345 千円

変更前 358,864 千円

変更後 359,991 千円

変更前 52,594 千円

変更後 58,727 千円

変更前 299,813 千円 東日本旅客鉄道中央本線ほか一路線

変更後 336,505 千円 （三鷹駅立川駅間ほか一箇所）

変更前 600,356 千円

変更後 670,373 千円

変更前 16,816 千円

変更後 18,777 千円

変更前 336,070 千円

変更後 375,265 千円

変更前 105,546 千円

変更後 117,856 千円

変更前 423,300 千円

変更後 530,700 千円

変更前 2,758,275 千円

変更後 3,647,105 千円

変更前 87,975 千円

変更後 90,872 千円

変更前 453,721 千円

変更後 1,026,277 千円

世 田 谷 区 小田急電鉄小田原線（代々木上原駅梅ヶ丘駅間）

渋 谷 区 小田急電鉄小田原線（代々木上原駅梅ヶ丘駅間）

調 布 市 京王電鉄京王線及び同相模原線（調布駅付近）

特別区・市名

東日本旅客鉄道南武線（稲田堤駅府中本町駅間）稲 城 市

平成21年度
費用負担限度額

練 馬 区

墨 田 区

葛 飾 区

三 鷹 市

武 蔵 野 市

小 金 井 市

国 分 寺 市

京成電鉄押上線（四ツ木駅青砥駅間）

国 立 市

立 川 市 東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

大 田 区 京浜急行電鉄本線及び同空港線（京急蒲田駅付近）

西武鉄道池袋線（練馬高野台駅大泉学園駅間）

京成電鉄押上線（押上駅八広駅間）

東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

⑦平成２２年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の

負担について（建設局）
地方財政法第２７条第１項に基づく連続立体交差事業の実施に伴う費用について、関係特

別区・市の負担すべき金額の限度額を定めるため、議案を提出する。

鉄 道 名 及 び 事 業 箇 所

世 田 谷 区 1,113,208 千円 小田急電鉄小田原線（代々木上原駅梅ヶ丘駅間）

渋 谷 区 168,655 千円 小田急電鉄小田原線（代々木上原駅梅ヶ丘駅間）

練 馬 区 670,965 千円 西武鉄道池袋線（練馬高野台駅大泉学園駅間）

稲 城 市 529,506 千円 東日本旅客鉄道南武線（稲田堤駅府中本町駅間）

三 鷹 市 48,630 千円 東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

東日本旅客鉄道中央本線ほか一路線
（三鷹駅立川駅間ほか一箇所）

小 金 井 市 555,115 千円 東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

国 分 寺 市 15,549 千円 東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

国 立 市 310,745 千円 東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

立 川 市 97,593 千円 東日本旅客鉄道中央本線（三鷹駅立川駅間）

墨 田 区 507,450 千円 京成電鉄押上線（押上駅八広駅間）

大 田 区 1,385,745 千円 京浜急行電鉄本線及び同空港線（京急蒲田駅付近）

葛 飾 区 117,150 千円 京成電鉄押上線（四ツ木駅青砥駅間）

調 布 市 856,800 千円 京王電鉄京王線及び同相模原線（調布駅付近）

平成22年度
費用負担限度額

特別区・市名

武 蔵 野 市 282,487 千円
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区 分 件 数 件 名

人事案 ２０

・東京都教育委員会委員の任命の同意（１名）（教育庁）

（定員６人 任期４年 うち１人任期満了）

再任 ： 内館 牧子 （平成22年3月12日任期満了）

・東京都固定資産評価審査委員会委員の選任の同意（４名）（主税局）

（定員９人 任期３年 うち４人任期満了）

再任 ： 元橋 一郎（平成22年3月31日任期満了）

退任 ： 齊 建一（平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 小谷 芳正

退任 ： 福田 洋子（平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 北澤 秀樹

退任 ： 飯尾 昭彦（平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 橋本 都子

・東京都公害審査会委員の任命の同意（１５名）（環境局）

（定員１５人 任期３年 全委員任期満了）

再任 ： 紙子 達子（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 山本 英司（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 塩田 正純（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 柴山 秀雄（平成22年3月31日任期満了）

再任 ：  野  子（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 北林 興二（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 田瀬 則雄（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 小出 五郎（平成22年3月31日任期満了）

再任 ： 瀨戸 純一（平成22年3月31日任期満了）

退任 ：  藤 祐一（平成22 年 3 月31 日任期満了） → 新任 ： 降簱 俊秀 

退任 ： 元木 徹 （平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 中下 裕子

退任 ： 鈴木 健司（平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 武田 昌邦

退任 ： 永峰 好美（平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 猪熊 律子

退任 ： 沢登 徹 （平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 中館 俊夫

退任 ： 千葉 百子（平成22年3月31日任期満了） → 新任 ： 横山 和仁


